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○宿泊税の使途は、観光立町推進計画の基本方針に基づく事業とする

以下、基本方針に基づく各施策に合わせた他自治体の事業例を掲載

基本方針１ 観光客が楽しめる魅力ある観光地をつくる

①温泉の利活用
②イベント・祭り・催事の充実
③特産品の開発とその提供
④新たな観光資源の発掘と活用

観光資源の活用

・夜間景観の創出
・地域資源を活用した賑わいの創出
・フォトスポットの造成
・体験コンテンツの開発

他自治体例

観光施設の
整備・充実

①観光施設の活用・整備
②宿泊施設の近代化促進

・宿泊事業者の受入れ環境整備
（IT化、バリアフリー化、多言語対応など）

・観光施設の整備、修繕、長寿命化

他自治体例

観光ネットワーク
の形成

①広域観光ネットワークの形成
②町内観光ネットワークの形成 ・広域連携誘客事業

他自治体例

今後、観光立町推進会議等の会議体において、関係団体等の意見を聴取し、具体な事業を検討

※令和７年度中に観光立町推進計画の改定を予定しているため、基本方針等について変更となる可能性があります
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基本方針１ 観光客が楽しめる魅力ある観光地をつくる

観光拠点の整備
①湯河原駅周辺地区の整備
②温泉場地区の整備

・歩行環境の整備
・街路樹の育成管理
・駅前広場の整備
・観光案内所の整備

他自治体例

観光サービス
の充実

①観光ニーズの的確な把握
②ニーズに配慮した観光サービス
の提供

・ビックデータ等を活用した調査
・市民モニターツアー
・デジタルマーケティングを活用した回遊分析

他自治体例

おもてなしの向上
①町民意識の醸成
②観光ボランティア活動の促進
③外国人観光客の来訪促進

・宿泊施設等のおもてなし力向上支援
・宿泊施設等の多言語対応
・観光マナー啓発

他自治体例
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基本方針２ 観光客の来訪を促す環境をつくる

①ニーズに配慮した観光情報の提供
②インターネットを活かした観光情報の提供
③拠点観光スポットの整備・活用
④観光案内版・周遊プランの整備

交通サービスの
充実

①広域道路網の整備
②都市内道路網の整備
③公共交通網の整備

・観光ＭaaＳの推進
・シェアサイクルの運営
・地域内交通網の再整備

他自治体例

観光情報の
発信強化

・体験商品、グルメに特化した情報提供
・ＳＮＳを活用した情報発信
・デジタルサイネージの設置
・インバウンドに対応した情報発信

他自治体例

基本方針３ 全町的な広がりで観光まちづくりを進める

観光と地域産業と
の連携強化

①商工業との連携
②農林漁業との連携

・商店街の満足度向上に関する取組
・飲食店のキャッシュレス化推進
・インバウンド向けメニューの開発支援

他自治体例

観光立町としてふ
さわしい景観・環
境のまちづくり

①環境共生のまちづくり
②観光客に優しいまちづくり
③美しい景観のまちづくり
④水とみどりのまちづくり
⑤歴史・文化のまちづくり

・眺望景観の創出
・文化、伝統産業の保全や後継者育成
・公衆トイレ環境の向上
・街並みの整備

他自治体例



令和７年３月26日 第３回宿泊税検討委員会資料

１ 宿泊税の使途（例）

5

基本方針４ 観光立町を実現する仕組みを整える

実現体制の
充実・強化

①観光事業者の主体的な対応の促進
②観光関係団体の活性化
③観光まちづくりへの町民参加の促進
④行政による観光立町推進体制の強化

・持続可能な観光振興推進計画の策定
・地域との交流事業
・地域団体と連携した実証実験の実施

他自治体例

重点事業の
具体化・詳細化

①重点事業の個別詳細調査の実施

他自治体例

財源及びその他支
援方策の確保

他自治体例

①財源等確保に向けた多様な取組
の推進



令和７年３月26日 第３回宿泊税検討委員会資料

１ 宿泊税の使途（例）

6

徴税経費① ・納期限内納付額の３％を宿泊施設へ交付

特別徴収交付金

徴税経費③ ・宿泊税の賦課、収納を管理するためのシス
テム導入に係る経費

宿泊税システム導入費

宿泊税徴税経費

徴税経費② ・宿泊税導入に伴うシステム改修等経費への
補助 上限50万円（1/1補助）

システム整備費等補助金
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○宿泊税については、その使途を観光振興に限るものとして条例

で規定する

○宿泊税を充当した事業の執行状況は毎年公表する

○宿泊事業者、宿泊客に説明しやすい、分かりやすい使途とする

○宿泊税収の一定額を基金として積み立て、大型観光施策への活

用を検討する


